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１ せたがや自治政策研究所の運営

１ せたがや自治政策研究所運営方針

（１）設置の背景

我が国の地方分権改革は、国と地方公共団体の役割分担を明確にし、対等・協力を基本とする国と

地方の新しい関係の構築を進め、地方公共団体の自己決定・自己責任の原則に基づき、地域内の諸課

題に積極的に取り組んでいくことを企図した平成 12 年の「地方分権一括法」の制定等を契機として、

地方自治体に大きな変化をもたらした。 
 
この改革によって、国や都道府県からの権限委譲や各種補助金の一般財源化が進められた結果、地

方自治体は、これまでの国主導の画一的な政策によらず、自治体同士で競い合い、それぞれが独自の

政策を立案、実践及び評価を行い、自律への道を切り開いていく時代に置かれることとなった。 
 
一方、平成 12 年施行の地方自治法改正によって、特別区は名実ともに基礎的な自治体に位置づけ

られ、都から清掃事業や住民に身近な事務が移管されるなど、都区制度改革についても一定の進展が

みられた。しかし、都区の事務配分や特別区の区域のあり方、税財政制度など残された課題があり、

引き続き都区間で検討が行われている。 
 
こうした地方分権の潮流を受けつつさらに発展していくためには、本区においても、区民に最も身

近な基礎的自治体として、その自治体経営の基盤を強化し自律性の高い行政運営の一層の推進を図る

と同時に、職員のさらなる政策形成能力の向上が不可欠になるとの認識のもと、平成 19 年 4 月に区

の内部組織として、自治体シンクタンクの役割を担う「せたがや自治政策研究所」を設置した。 
 

（２）設置目的

地方分権の進展や社会情勢の変化や多様化、複雑化する区民ニーズに対応するため、現場での取り

組みや民間の力などあらゆる叡智を活用し、従来の枠組にとらわれない新たな発想によって、中長期

を展望した区政課題に関する総合的な調査・政策研究を推進し、政策形成基盤のさらなる強化を図る

こととする。 
 

（３）基本的な役割

せたがや自治政策研究所は、政策形成基盤のさらなる強化を目指し、次に定める 4 つの役割を軸と

した事業を展開する。 
 
第 1 の役割 調査・政策研究の推進 
将来における区の戦略的な政策の設計に寄与するために、区の基礎的なデータの収集・調査・分

析を行う。また、中長期的な視点に立ち、区政運営に影響を及ぼすと想定される潜在的な課題を抽

出し、それらを解決するための先進的な研究活動を行う。 
 

第 2 の役割 情報資産の整備と活用 
政策形成や課題解決に資する情報や地方分権改革など自治体経営に影響する情報を幅広く収
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集・分析し、また、広範な分野の人材ネットワークを築き、それらを区職員の政策立案に資する有

用な情報資産として整理・蓄積し、活用するとともに、さまざまな手段を駆使して庁内外へ幅広く

発信する。 
 
第 3 の役割 政策立案の支援 
研究所が行う調査・政策研究のノウハウや成果、蓄積された情報資産、さらには、研究所が築き

上げた他自治体・大学・研究機関・民間企業・NPO 等のネットワークを最大限に活用し、所管課

の政策形成過程における課題の解決に対して支援を行う。 
 
第 4 の役割 人材育成の促進 
研究所における調査・政策研究などの実践的な取り組みや、公共政策ゼミナール・政策研究塾な

ど研究所が実施する取り組みを通じて、研究所に配属された職員はもとより、区職員全体の政策立

案にかかる総合的な能力・技量の向上を図る。 

【研究所の 4 つの役割】 
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（４）組織体制

せたがや自治政策研究所は、所長（非常勤参与）・次長（課長）・主任研究員（係長）・研究員（職

員）・特別研究員（非常勤）で構成し、また、専門的立場から研究所の運営及び調査研究等の全般に

関し助言を行う「政策形成アドバイザー」を設置する。 

【組織図】

平成 27 年 4 月 1 日現在 

-183-



 

 

２ 平成 年度活動状況

第 1 の役割 調査・政策研究の推進 
研究テーマ 調査・研究内容 

1 世田谷区の市民活動団体に関する調査研究 
（26 年度～継続） 

前年度アンケート調査にご協力いただいた

NPO・市民活動団体の中から代表的な団体

をピックアップし、より詳細な活動実態を

明らかにするため、団体代表者へのヒアリ

ングをもとに考察した。 
2 母親の社会参加と子どもの教育に関する調査研究 

（新規） 

九州工業大学との共同研究として、世田谷

区内の子を持つ母親を対象にアンケート調

査を実施した。 
3 「世田谷区データブック１」について 

（新規） 
研究所でこれまでに蓄積した本区の人口や

家族に関するデータや分析を整理してデー

タブックとしてまとめた。 
4 世田谷の地域特性の析出 

（19 年度～継続） 
最新の人口データから、転出入の地域別の

傾向や年代別居住年数の動向等について定

量分析した。 
5 「家族」の研究 

（新規～29 年度予定） 
27 年度から 3 年間にわたり『家族』をテー

マとした研究に着手した。7 月には区民向

けシンポジウムを開催し、これからの家族

について考える機会とした。 

第 2 の役割 情報資産の整備と活用 

情報収集 
政策形成や課題解決に資する情報や地方分権改革など自治体経営に影響する情報を

幅広く収集・分析し、研究所の情報資産として蓄積する。 

情報発信 
区のホームページ、庁内イントラネット、データブック（地域と人口）の発信、「せ

たがや自治政策」や「都市社会研究」の発行等を通じて情報資産の共有を図る。 
ネットワーク

構築 
大学・民間・他自治体との交流や各種学会への参加等を通じて幅広く人材ネットワ

ークを形成するとともに、人材ネットワークのデータベースを構築する。 

第 3 の役割 政策立案の支援 
区政全体の政策形成に資するため、研究所の情報資産を活用し所管課の課題解決にあたるほか、人材

ネットワークを活用した専門家の紹介、調査結果の分析・考察を行うための講師派遣など、所管課の

政策形成過程における課題の解決に向けた支援を行う。 

第 4 の役割 人材育成の促進 
職員の政策形成能力の向上を図るため、研修担当課と連携した政策形成に関する研修「公共政策ゼミ

ナール」や各界の講師を招いて「政策研究塾」を開催し、政策形成に必要な知見を習得する。 
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